
気象警報等の対応について 

Ⅰ 気象警報発令時の取り扱いについて 

１ 「丹波篠山市」「丹波市」「三田市」に 

午前６時以降に警報（大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪）が発令されて 

いる場合は、すべての生徒は自宅待機。 

   午前８時に警報が解除されない場合、臨時休校 

午前８時までに警報が解除された場合、３限から通常授業 

※ 10:30 ＳＨＲ 

  10:40 授業開始 （その日の３、４、５、６限の時間割） 

 

２ 「丹波篠山市」「丹波市」「三田市」以外に居住している生徒は 

午前６時以降に居住地に「警報」が発令されている場合は、当該生徒のみ、 

終日自宅学習とする。※扱いは公欠 

 

Ⅱ 電車の運休に関する対応について 

   午前６時以降に警報（大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪）が発令されてい 

なくても、電車（ＪＲ福知山線、宝塚線）が運休している場合は、全員自宅 

待機とする。 

   午前８時以降も運休の場合、臨時休校 

午前８時までに運行が再開された場合は、３限から通常授業 

  ※ 10:30 ＳＨＲ 

  10:40 授業開始 （その日の３、４、５、６限の時間割） 

 

Ⅲ 考査期間中の警報および電車の運休について 

   午前６時以降に「警報」が発令されている場合、または電車（ＪＲ福知山 

線、宝塚線）が運休している場合は、臨時休校 

   ※ 当該科目は、考査最終日の翌日に実施 

   ※ 「丹波篠山市」「丹波市」「三田市」以外に居住している生徒が当該 

地域において「警報」が発令されている場合は、公欠 

別途、再試験等の実施する場合があります。 


